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様式第 3号 (第 17条関係)

公文書部分公開決定通知書

そ後形秋 様
朝霞市長 富岡 勝則  □

令和 2年 6月 9日 付けで公開請求のあった公文書については、朝霞市情報公開条例第 11
条第 1項の規定により、次のとお りその一部を公開することと決定したので通知 します。

(注)1 公文書の公開を受けるときには、この通知書を係員に提示 してください。
2 公文書の公開の当日都合が悪い場合は、あらかじめ連絡 してください。
3 「公開しなしヽ情報を公開することができる期 日」の欄には、請求に係る公文書が期
間の経過により1年以内に公開することができ、かつ、その期 日を明示することがで
きる場合に記載 しています。

4 この決定により公開を受けた公文書から得た情報は、朝霞市情報公開条例の目的に
即 して適正に使用 してください。

教 不
1 この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った 日の翌 日から起算
して 3か月以内に、朝霞市長に対 して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌
日から起算 して 6か月以内に、朝霞市を被告として (訴訟において朝霞市を代表する者は
朝霞市長 となります。)、 処分の取消 しの訴えを提起することができます。なお、上記 1

の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分 (審査請求をした場合には、その審査請
求に対する裁決)があった日の翌 日から起算して 1年を経過 した場合は、審査請求をする
ことや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある
ときは、上記の期間やこの処分 (審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)

があつた日の翌 日から起算して 1年を経過 した後であっても審査請求をすることや処分の
取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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令和 2年 5月 11日 付け起案
「au電波基地局建設に伴 う防災行政無線の支障確認について」

日の開公 時 月年 日 ( )午 前 。午後 時

場の開公 所 市政情報課

開
法

公る
方

きで
の

カと
施

こる
実

め求

の
写 しの交付

公 開 し な い 情 報
氏名、個人電話番号、役職、法人住所、法人担当部署、法人電話
番号、法人FAX番 号、図面、基地局位置が特定できるもの

公 開 し な い 理 由
朝霞市情報公開条例第 7条第 2、 3号に該当
(理由)別紙のとお り

松靱
報

で

晴
が

い
と

日

な

こ

し

る

開
す

公
開 全部T=部勢与事碧颯璧髪鐸鍼に改めて

公文書の公開を請求 してくださ1

当担
危機管理室 危機管理係
電話番号 048-46卜1111 内線 2374

考備



様式第 3号 (第 17条関係)

公文書部分公開決定通知書
朝教委文収第 176号
令 和 2年 6月 23日

′教効微 様
朝霞市教育委員会教育長  三好 節  囲

令和 2年 6月 9日 付けで公開請求のあつた公文書については、朝霞市情報公開条例第 11
条第 1項の規定により、次のとお りその一部を公開することと決定したので通知 します。

(注)1 公文書の公開を受けるときには、この通知書を係員に提示してくださいc

2 公文書の公開の当日都合が悪い場合は、あらかじめ連絡 してください。
3 「公開しない情報を公開することができる期 日」の欄には、請求に係る公文書が期
間の経過により1年以内に公開することができ、かつ、その期 日を明示することがで
きる場合に記載 しています。

4 この決定により公開を受けた公文書から得た情報は、朝霞市情報公開条例の目的に
即して適正に使用してください。

教 不
1 この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌 日から起
算 して 3か月以内に、朝霞市教育委員会教育長に対 して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の
翌 日から起算 して 6か月以内に、朝霞市を被告 として (訴訟において朝霞市を代表する
者は朝霞市教育委員会教育長 となります。)、 処分の取消 しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求
に対する裁決があつたことを知った日の翌 日から起算 して 6か月以内に提起することが
できます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分 (審査請求をした場合には、その審査
請求に対する裁決)が あつた 日の翌 日から起算 して 1年を経過 した場合は、審査請求を
することや処分の取消 しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由
があるときは、上記の期間やこの処分 (審査請求をした場合には、その審査請求に対す
る裁決)が あつた日の翌 日から起算 して 1年を経過 した後であつても審査請求をするこ
とや処分の取消 しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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令和 2年 1月 28日 付け起案「埋蔵文化財の確認調査について」

日の開公 時 月年 日 ( )午 前 。午後 時

場の開公 所 市政情報課

公
法当

方
で
の

詢
施

こ
実％

の
求
開

写 しの交付

公 開 し な い 情 報
氏名、法人の印影、役職、法人住所、法人担当部署、法人電話
番号、図面、基地局位置が特定できるもの

公 開 し な い 理 由
朝霞市情報公開条例第 7条第 2号、第 3号に該当
(理由)

別紙のとお り
ム
は
，

」
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る
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期

全部T=部 l蒸覇号耀寵発導革41重型屋丑

'金

晏胚 |こ改めて
公文書の公開を請求 してくださ

当担
生涯学習部  文化財課
電言舌番号  048-46

文化財保護係
3-2927 内線

考備
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様式第 3号 (第 17条関係)

鵞復均孜 様

公文書部分公開決定通知書

番号、図面、墓拓蔦柱書か睦

朝霞市教育委員会教育長  三好 節
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様式第 3号 (第 17条関係 )

公文書部分公開決定通知書
朝教委文収第 :

令和 2年 6月

7教杉次 様
朝霞市教育委員会教育長  三好 節

令和 2年 6月 9日 付けで公開請求のあった公文書については、朝霞市情報公開条例第 1

条第 1項の規定により、次のとお りその一部を公開することと決定したので通知 します。

(注)1 公文書の公開を受けるときには、この通知書を係員に提示してくださいこ
2 公文書の公開の当日都合が悪い場合は、あらかじめ連絡 してくださいこ
3 「公開しない情報を公開することができる期 日」の欄には、請求に係る公文書が期
間の経過により1年以内に公開することができ、かつ、その期 日を明示することがで
きる場合に記載 しています。

4 この決定により公開を受けた公文書から得た情報は、朝霞市情報公開条例の目的に
即 して適正に使用 してください。

教 不
1 この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌 日から起
算 して 3か月以内に、朝霞市教育委員会教育長に対 して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った 日の
翌 日から起算 して 6か月以内に、朝霞市を被告 として (訴訟において朝霞市を代表する
者は朝霞市教育委員会教育長 となります。)、 処分の取消 しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消 しの訴えは、その審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌 日から起算 して 6か月以内に提起することが
できます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分 (審査請求をした場合には、その審査
請求に対する裁決)力 あ`つた 日の翌 日から起算 して 1年を経過 した場合は、審査請求を
することや処分の取消 しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由
があるときは、上記の期間やこの処分 (審査請求をした場合には、その審査請求に対す
る裁決)が あつた 日の翌 日から起算 して 1年を経過 した後であっても審査請求をするこ
とや処分の取消 しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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令和 2年 3月 6日 付け起案 「周知の埋蔵文化財包蔵地における

土木工事等について (伝達)」

日の開公 時 月年 日 ( )午 前 。午後 時

場の開公 所 市政情報課

公
法当

方
で
の

コ
施

こ
実』

の
求
開

写 しの交付

公 開 し な い 情 報
氏名、役職、基地局位置が特定できるもの

公 開 し な い 理 由
朝霞市情報公開条例第 7条第 2号、第 3号に該当
(理由)

別紙のとお り
な

こ

し

る
開
す

公
開
期

こ鐘風Z夏公文書の公開を請求 してくださ

当担
生涯学習部  文化財課
電言舌番号  048-46

文化財保護係
3-2927  内線

考備
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様式第 3号 (第 17条関係 )

公文書部分公開決定通知書
号

日

８

３
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月嚇獅
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朝
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そ浚彰夕様
朝霞市長  富岡 勝貝J □

令和 2年 6月 9日 付けで公開請求のあつた公文書については、朝霞市情報公開条例第 11
条第 1項の規定により、次のとお りその一部を公開することと決定したので通知 します。

(注)1 公文書の公開を受けるときには、この通知書を係員に提示 してくださいc

2 公文書の公開の当日都合が悪い場合は、あらかじめ連絡してくださいこ
3 「公開しない情報を公開することができる期 日」の欄に|ま 、請求に係る公文書が期
間の経過により1年以内に公開することができ、かつ、その期 日を明示することがで
きる場合に記載 しています。

4 この決定により公開を受けた公文書から得た情報は、朝霞市情報公開条例の目的に
即 して適正に使用してください。

教 示
1 この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算
して 3か月以内に、朝霞市長に対 して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があつたことを知つた日の翌
日から起算して 6か月以内に、朝霞市を被告として (訴訟において朝霞市を代表する者は
朝霞市長となります。)、 処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記 1

の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があつた
ことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分 (審査請求をした場合には、その審査請
求に対する裁決)があつた日の翌日から起算 して 1年を経過 した場合は、審査請求をする
ことや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある
ときは、上記の期間やこの処分 (審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決 )

があつた日の翌日から起算して 1年を経過 した後であつても審査請求をすることや処分の
取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

る
称名

す

の

開
書文

公
公

令和 24「 4り125日 付け起案
「公園占用許可書」

日の開公 時 月年 日 ( )午 前・午後 時

場の開公 所 市政情報課

開
法

公る
方

きで

の

カと
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こる
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公 開 し な い 情 報
代曇をあ岬少賃濯懇ず麿笑膝

)又
N繁不亦種訳忙轟亀糞昴

|

法人メールア ドレス、図面、基地局位置が特定できる情報、委
|

任事項、対応結果、内容 (対応相手の反応)        |

公 開 し な い 理 由
朝霞市情報公開条例第 7条第 2号及び第 3号に該当
(理由)別紙のとお り

松靭
報

で

晴

が
い
と

日

な

こ

じ

る

開
す

公
開 類拶蓮義曇震選警尋翌18鏡521こ

改めて
公文書の公開を請求 してくださ

当担
都市建設部  みどり公園課  みどり公園係
電話番号048-463-1111 内線 2102

考備


